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Ⅰ 令和２年度納付金・標準保険料率の算定方法 
    ・令和２年度納付金等に係る仮算定に向けた算定方法については、これまで、福島県市町村国保運営安定化

等連携会議（以下、「連携会議」という。）及びワーキンググループ（納付金班）を開催し、協議してきたところで

ある。 

   ・仮算定の結果（資料１参照）、激変緩和措置財源6.0億円を活用した激変緩和措置後の1人あたり保険料率

の伸び率が一定割合（7.88％）を超えなかった。（対 28年度 1人あたり保険料） 

・激変緩和措置財源をもって充足したことから、仮算定を行った算定方法により、本算定を実施することとしたい。

ただし、下記のとおり確定係数において変動する事項があるため、本算定の結果、年度間の平準化を図る必要

が生じた場合、連携会議で協議し、必要な措置を講じる場合がある。 
 

※ 本算定における確定係数 

本算定に用いる確定係数は、国から令和元年 12月下旬に提示される予定である。 

本算定は、仮算定を行った算定方法により行うが、次の事項は変動する可能性があり、納付金額や1人あたり保険料率、激変緩和所

要額が増減する可能性がある。 

(ｱ)  所得係数（β） 

(ｲ)  保険者努力支援制度交付金 

(ｳ)  国普通調整交付金 

(ｴ)  国特別調整交付金（東日本大震災にかかる医療費波及増分） 

(ｵ)  診療報酬改定率 
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１ 納付金の算定方法 

№ 項目 算定方法 

1 算定方式 ３方式   応能のシェア→所得、応益のシェア→被保数・世帯数 

2 医療費指数反映係数α α＝１（医療費指数をすべて直接的に反映） 

3 所得係数β 
国が示すβ（全国平均と比較した本県の所得水準） 

（医療０．９１５５ 後期０．９１２９ 介護０．９０１７） 

4 均等割と平等割の割合 均等割：平等割＝３５：１５ 

5 納付金に含める保険給付の範囲 出産育児一時金、葬祭費、審査支払手数料 

6 特別高額医療費共同負担 特別高額医療費（420万円超の 200万円超の部分）の共同負担を実施する。 

7 剰余金の取り扱い 平成３０年度県国民健康保険特別会計の剰余金を、特別会計に留保する。 

8 年度間の平準化 
本算定の結果、年度間の平準化を図る必要性が生じた場合、連携会議で協議し、必要

な措置を講じる。 

      ※２年前の前期高齢者交付金・後期高齢者支援金・介護納付金の精算（以下、「2 年前精算」と言う、）は、令和元年度まで

は各市町村で、令和 2年度からは県全体で行う。 

 

２ 標準保険料率の算定方法 

№ 項目 算定方法 

1 算定方式 ３方式  所得割、均等割（被保数）、平等割（世帯数） 

2 応能割と応益割 
福島県独自β’（徐々に国が示すβ値に近づける） 

（医療１．０７２ 後期１．０７３ 介護１．０５２） 

3 賦課割合 
所得割：均等割：平等割 ＝β/（β+1）：0.7/（β+1）：0.3/（β+1） 

（例）β＝1の場合 1：0.7：0.3（50：35：15） 

4 賦課限度額 医療６１万円 後期１９万円、介護１６万円 

5 標準的な収納率 平成２８～３０年度の市町村規模別の平均収納率を設定 

    ※下線箇所は、令和元年度国保事業費納付金等算定方法からの変更点 
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３ 特別高額医療費の共同負担 
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Ⅱ 令和２年度の公費の配分等 
１ 全国の公費拡充分 

 

 

※本県の公費拡充の効果： 総額２６．７億円（１人あたり６，７２５円） 

ただし、国普通調整交付金分は拡充前と比較が困難であるため反映していない。 
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Ⅲ 令和２年度の激変緩和措置 
１ 激変緩和措置の算定方法 

 

№ 項目 激変緩和措置の方法 

1 比較（丈比べ） 
起点：平成２８年度 1人あたり保険料 

対象：令和 ２年度 1人あたり保険料 

2 一定割合 
７．８８％ （平成２８年度→令和２年度の４か年分の支出総額の伸び率） 

単年度伸び率：１．９１％ 

3 激変緩和期間 
令和５年度国保事業費納付金までとし、令和２年度国保事業費納付金算定による激変緩和所要額

を、令和３年度から計画的・段階的に、毎年１／４ずつ減額させる。 

4 特例基金活用 
激変緩和財源として特例基金を計画的に活用する。総額４．５億円 

R２：１．８億円、R３：１．３５億円、R４：０．９億円、R５：０．４５億円 

  ※下線箇所は、令和元年度国保事業費納付金等算定方法からの変更点 

 

２ 激変緩和措置財源 

  

R１ R２ R３ R４ R５ R６ 合計
暫定措置 250億円 200億円 150億円 100億円 50億円 0億円 750億円
追加激変緩和 100億円 80億円 60億円 40億円 20億円 0億円 300億円
暫定措置 3.75億円 3.00億円 2.25億円 1.50億円 0.75億円 0億円 11.25億円
追加激変緩和 1.50億円 1.20億円 0.90億円 0.60億円 0.30億円 0億円 4.50億円
特例基金 0億円 1.80億円 1.35億円 0.90億円 0.45億円 0億円 4.50億円
合計 5.25億円 6.00億円 4.50億円 3.00億円 1.50億円 0億円 20.25億円

全国

県
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３ 激変緩和措置イメージ図 
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